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文書による指摘の内容
指摘に
対する
是正状況

備考

社会福祉法
人安芸市社
会福祉協議
会

安芸市 ホームヘルパース
テーションあき

R4.10.11 １　事業所の平面図、管理者及びサービス提供責任者を変更して
　いるにもかかわらず届け出ていないことが認められた。
２　身体拘束等の適正化のための指針を整備していないことが認
　められた。

改善済

合同会社愛
浜

土佐市 訪問介護ステー
ション愛浜

R4.7.14 １　サービス提供責任者及び運営規程を変更しているにもかかわ
　らず届け出ていないことが認められた。
２　職場におけるハラスメントの防止について、職場におけるハ
　ラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはな
　らない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発していないこ
　とが認められた。
３　身体拘束等の適正化のための指針を整備していないことが認
　められた。

改善済

有限会社四
国総合介護
システム

土佐市 ヘルパーステー
ションすまいる

R4.11.8 １　サービスの提供の記録に際して支給決定障害者等から指定同
　行援護を提供したことについて確認を受けていないことが認め
　られた。

改善済

有限会社西
田順天堂薬
局

香南市 ヘルパーステー
ション白岩

R4.8.2 １　運営規程を変更しているにもかかわらず届け出ていないこと
　が認められた。
２　身体拘束等の適正化のための指針を整備していないことが認
　められた。

改善済

社会福祉法
人香南市社
会福祉協議
会

香南市 障害者福祉サービ
ス事業所ふれあい
の里

R4.12.13 1　運営規程に実態と相違する事項（従業者の職種、員数及び職
　務の内容）が認められた。

改善済

かみ介護
サービス株
式会社

香美市 ヘルパーステー
ションあさひ

R4.12.8 １　運営規程に実態と相違する事項（支給決定障害者等から受領
　する費用の額（交通費）及び通常の事業の実施地域）が認めら
　れた。
２　身体拘束等の適正化のための指針を整備していないことが認
　められた。

改善済

社会福祉法
人越知町社
会福祉協議
会

高岡郡越
知町

社会福祉法人越知
町社会福祉協議会
指定障害福祉サー
ビス事業所

R4.10.4 １　身体拘束等の適正化のための指針を整備していないことが認
　められた。
２　虐待の発生又はその再発を防止するために必要な措置を適切
　に実施するための担当者を置いていないことが認められた。

改善済

令和４年度実地指導結果
サービス種別：同行援護


